
余裕期間制度（イメージ）

フレックス方式：受注者が工事の始期と終期を全体工期内で選択できる方式

余裕期間 標準実工期

発注時

余裕期間※1 実工期

工事の始期を選定

契約時

工事の終期を選定

全体工期＝余裕期間＋標準実工期

受注者が工期を選定

工事完成期限
契約締結日

1.余裕期間 ：発注者は、余裕期間を標準実工期の30％を超えず、かつ、4カ月を超えない範囲で設定。
（発注者の設定時の考え方であり、受注者が選定する工期の始期までの「余裕期間※1」には適用しない。）
技術者の配置必要なし。
現場着手してはいけない期間（資機材の準備は可、現場搬入不可）。

2.実工期 ：技術者の配置必要、準備・後片付け期間を含む。



発注者 受注者

発注者が設定する余裕期間＋
標準実工期で発注

当初契約

変更契約

工事の始期と終期を
選定して発注者へ通知

工事完成期限内で
工期変更の協議

工事完成期限を超える
工期変更の協議

通知

協議

協議

場合により変更契約

発注者が示す工事完成期限内で工事の
始期と終期を選定し、「工事の始終期通
知書（様式第92号）」により発注者へ通知。
工事の始期までの間は「余裕期間」。

発注者が示す工事完成期限内において
実工期の変更が必要な場合は、工期変
更理由を記載した書面により発注者へ
「工事の始終期変更申出書（様式第93号）
」により申し出ること。
発注者は変更を承諾する場合、「工事の
始終期の変更の承諾について（様式第94
号）」にて回答する。

発注者が示す工事完成期限を超えて工期
の延長の協議申請を行う場合は、受注者
に責がない場合は工期延長の変更契約を
行う。

受理

承諾

余裕期間制度（フレックス方式）


